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本資料中の記載内容における各種法令・規則等は随時改定されますので、あくまでも参考資料としてお取り扱いください。また、記載内容における法令・規則及び表現等
の欠落・誤謬などにつきましては、野村證券はその責を一切負いません。本資料は、貴社が経営判断を行なうに際して参考となると考えられる情報の提供を目的としたも
のです。経営判断における最終意思決定は貴社自身で行われるものであり、野村證券はこれに対する意見または判断を表明するものではありません。本資料のご利用に際
しては、弁護士、公認会計士等にあらかじめその内容をご確認ください。 
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｢社会医療法人検討セミナー｣講演抄録 
 

    
 

 

平成 20 年 3 月 20 日(祝日)午後、大手町サンケイビルにて野村ヘルスケア・サ
ポート＆アドバイザリー株式会社主催で｢社会医療法人検討セミナー｣が開催
され、社会医療法人化を目指す約 90 名の医療機関・自治体関係者の方々にご
出席をいただきました。セミナーのテーマ｢社会医療法人｣は、第 5次医療法改
正でも注目を集めました。従来、救急医療・へき地医療等の、地域住民にとっ
て欠かすことのできない公益性の高い医療は自治体病院が中心に担ってきま
した。しかし、最近一部の地域で自治体病院が三位一体改革や地方財政の逼迫、
医療提供体制の再構築等により、その役割を十分に果たせないという現象がお
きています。 
こうした状況のもと、医療法人が地域医療の一翼を担いつつ、民間の運営上の
知恵を活かす意味から、平成 18(2006)年の医療法改正において｢社会医療法人｣
という新しい法人類型が創設されました。社会医療法人には、持続的に公益性
の高い医療サービスを提供することが期待され、資金調達の手段として“社会
医療法人債”の発行が認められることになりました。また、その税制について
も｢平成 20 年税制改正大綱｣において方向が固まり、期待どおり社会医療法人
の行う医療保健業について、法人税は非課税となりました。 
このため、社会医療法人は収益事業の実施も可能で、税制面での様々な優遇措
置や資金調達手法の拡大もなされた民間非営利医療事業部門として、はっきり
と位置付けされることになりました。 
今回のセミナーでは、厚生労働省医政局指導課 医療法人指導官の金森氏をは
じめ各講師の方に社会医療法人の制度趣旨や、実務上の取り扱いなどについて
ご講演いただきました。当ヘルスケアノートでは、このご講演内容をダイジェ
スト版としてまとめ、ご紹介いたします。 

 

｢社会医療法人検討セミナー｣講演抄録 

１．社会医療法人の制度趣旨(金森 勝徳氏) 

２．実務家の視点による社会医療法人制度解説(石井 孝宜氏 戎井 重樹氏) 

３．地域医療ネットワークにおける社会医療法人の役割(松山 幸弘氏) 

４．社会医療法人債の概要と可能性(南 一森) 

             野村ヘルスケア・サポート＆アドバイザリー主催 

｢社会医療法人検討セミナー｣より 
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